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※地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）について

地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）とは、法律の定める範囲内で地方公共団体が課税標準の特例割合を条

例で定めることができる仕組みです。青梅市が定めるわがまち特例割合には例として以下のようなものがあります（青梅市市

税条例附則第１０条の２）。その他、わがまち特例については青梅市ホームページもご覧ください。

※ 特例申請に関しては別途手続きが必要となります。詳しくは課税課までお問い合わせください。

※先端設備に関する特例について

令和５年度税制改正により、先端設備に対する固定資産税の従前の特例制度が廃止され、新たな特例制度が始まりました。

これにともない、青梅市長の認定を受けた先端設備導入計画に従い、令和５年４月１日以降に取得した先端設備には新特例

が適用されます（令和５年３月３１日までに取得した資産については、改正前の特例が適用されます）。

詳細につきましては、青梅市ホームページを確認してください。

対象資産 特例割合 減額期間 対象となる取得時期

家庭的保育事業の用に供される償却資産 １／２ 無期限 無期限

居宅訪問型事業の用に供される償却資産 １／２ 無期限 無期限

事業所内保育事業の用に供される償却資産 １／２ 無期限 無期限

水質汚濁防止のための汚水または廃液の処理施設 １／２ 無期限
令和２年４月１日～

令和６年３月３１日

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が

設置した除害施設
４／５ 無期限

令和４年４月１日～

令和６年３月３１日

水防法に規定する地下街等の所有者

または管理者が取得した浸水防止用の設備
２／３ ５年度

平成２９年４月１日～

令和８年３月３１日

太陽光発電設備（経済産業省の認定を受けた設備以外

かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る

補助を受けて取得したもの）

（出力1,000ｋｗ未満）

２／３

３年度
令和２年４月１日～

令和６年３月３１日

（出力1,000ｋｗ以上）

３／４

風力発電設備

（経済産業省の認定を受けた設備）

（出力20ｋｗ以上）

２／３

（出力20ｋｗ未満）

３／４

水力発電設備

（経済産業省の認定を受けた設備）

（出力5,000ｋｗ以上）

３／４

（出力5,000ｋｗ未満）

１／２

地熱発電設備

（経済産業省の認定を受けた設備）

（出力1,000ｋｗ未満）

２／３

（出力1,000ｋｗ以上）

１／２

バイオマス発電設備

（経済産業省の認定を受けた設備）

（出力10,000ｋｗ以上

20,000ｋｗ未満）

２／３

（出力10,000ｋｗ未満）

１／２

企業主導型保育事業の用に供する資産 １／２ ５年度
平成２９年４月１日～

令和６年３月３１日














